
議案第１６号

向日市手数料条例の一部改正について

向日市手数料条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市手数料条例の一部を改正する条例

向日市手数料条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように

改正する。

別表１中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣

の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。

附 則

この条例は、平成２７年５月２９日から施行する。
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〈参 考〉

向 日 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

別表１ 別表１

徴収する事務 金額 徴収する事務 金額

略 略

鳥獣の保護及び管理並びに狩 １通につき3,400円 鳥獣の保護及び狩猟の適正化 １通につき3,400円
猟の適正化に関する法律（平 に関する法律 （平
成１４年法律第８８号）第１ 成１４年法律第８８号）第１
９条の規定に基づく鳥獣飼養 ９条の規定に基づく鳥獣飼養
登録票の交付又は更新若しく 登録票の交付又は更新若しく
は再交付 は再交付

略 略


